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各種説明会中止のお知らせ 
 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏ま

え、令和２年度の改正法人税法等説明会及び令和  

２年分の年末調整説明会の中止が決まりました。 

 なお、年末調整説明会につきましては、納税者

の皆様の利便性が損なわれないよう、国税庁のホ

ームページ等で関連する動画コンテンツを充実

させるなどの代替措置が検討される予定です。 

 

 

 

 

粒坐天照神社  

夏 越
なごしの

祭
まつ

り（輪抜け祭り） 

（たつの市龍野町） 

 昔、備後の国の貧しい蘇民将来が旅

人に親切にしたお礼にと、教えられた

茅の輪を作り一家の者の腰につけさせ

たところ、その年に大流行した疫病に

誰もかからなかったということでし

た。 

 この旅人がスサノオノミコトでし

た。この古事に習って、夏祭りに大き

な茅の輪を作り、これを左・右・左の

順に８の字を描くようにくぐった後、

本殿と薬司神社に無病息災・延命長寿

を祈願するそうです。 



(２) 第 124 号            龍野納税だより              令和 2 年 8 月 7 日 

正 し い 申告 と納 税 は 市民 社会 の ル ール で す 

                             龍野税務署長  花崎 恭一 

 

 暑さ厳しい時節となりましたが、龍野納税貯蓄組合連合会並びに公益社団法人龍野納税協
会の会員の皆様方におかれましては、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

 また、皆様方には、平素から税務行政に対する深いご理解と多大なるご協力を賜り、厚く
お礼申し上げます。 

 この度、龍野税務署長を拝命いたしました花崎でございます。 

 地域の皆様方のご支援、ご協力をいただきながら、信頼される税務行政の遂行に向けて、
全力を尽くして職務に取り組む所存でございますので、ご指導、ご鞭撻を賜りますようよろ
しくお願い申し上げます。 

 現在、新型コロナウイルス感染症の影響により、皆様方と十分な連携・協調策に取り組め
ておらず、当面は、この影響が続くものと考えております。 

 このような状況であっても、これまで築き上げてきた関係が後退することのないよう、可能な連携・協調策から
適時取り組んでまいります。 

 また、税務署におきましては、周辺地域の感染状況などに応じ、臨機かつ適切に執務体制を構築するとともに、申
告・納付等の期限の延長や納税の猶予申請に関する納税者からの相談とこれに伴う一連の事務処理に当たりまして
は、挙署体制の下、適切に対応してまいります。 

 そのほか、納税者サービスの更なる充実を図るため、引き続き、国税電子申告・納税システム (e-Tax)などの ICT

を活用した利便性の高い申告・納付手段の充実に取り組んでまいります。 

 特に、e-Tax 利用推進の取組みとして、ＩＤ・パスワード方式を活用し、マイナンバーカードやＩＣカードリーダ
ライタをお持ちでない方も e-Tax を利用した申告を可能とするほか、令和２年１月から、スマートフォン等専用画
面をご利用いただける対象者を、従来の給与所得者に加えて年金収入や副業等の雑所得がある方にも拡大するなど、
更なる利便性向上に資する施策に取り組んでおります。 

 しかしながら、このような取組みも我々税務署だけで成し遂げることができるものではありません。龍野納税貯
蓄組合連合会並びに公益社団法人龍野納税協会の役員並びに会員の皆様のご協力があってこそ、成し遂げることが
できるものと考えております。幸い、龍野納税貯蓄組合連合会並びに公益社団法人龍野納税協会におかれましては、
幅広い事業活動を通じて、正しい税知識の普及と納税道義の高揚などに多大な貢献をされており、私ども税務行政
に携わる者といたしましては、誠に心強く、その活動に深く敬意を表する次第であります。 

 どうか、今後とも、税務行政の良き理解者として、納税環境の整備、青色申告、振替納税、e-Tax の普及拡大、マ
イナンバー制度の定着など、地域に密着した事業活動を推進され、円滑な税務行政の執行に一層のお力添えを賜り
ますようお願い申し上げます。 

 最後になりましたが、龍野納税貯蓄組合連合会並びに公益社団法人龍野納税協会のますますのご発展と、会員の
皆様方のご事業のますますのご繁栄とご健勝を祈念いたしまして、着任のあいさつとさせていただきます。 

 

◎龍野税務署（令和 2 年 7 月 10 日付） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◎西播磨県民局 龍野県税事務所（令和 2 年 4 月 1 日付） 

 

 

 

 

 

 

職 名 
転 入 者 転 出 者 

氏 名 旧 任 氏 名 新 任 

署  長 花崎 恭一 
大阪国税局総務部税務相談室 
主任相談官 古角 志 

大阪国税局総務部税務相
談室 主任相談官 

総務課長 中森 英介 
大阪国税局課税第 2部酒税課 
主査 川崎 美和 

大阪国税局査察部資料情
報課 課長補佐 

管理運営部門 
統括官 福山 卓秀 

龍野税務署管理運営･徴収部
門 統括官 朝比奈 洋 

須磨税務署管理運営部門
統括官 

個人課税第１部
門 統括官 藪(そう) 和宏 

大阪福島税務署個人課税第 3
部門 統括官 植木 克哉 

大阪国税局総務部税理士
監理官 税理士専門官 

法人課税第１部
門 統括官 小川  覚 

大阪国税局総務部情報処理第
2 部門 主任分析専門官 田中 雅和 

兵庫税務署法人課税第 1
部門 統括官 

職 名 
転 入 者 転 出 者 

氏 名 旧 任 氏 名 新 任 

副所長兼調整課
長･納税相談室長 高見 周子 

西宮県税事務所所長補佐兼調
整課長 黒田美佐子 

神戸県税事務所副所長兼
納税相談室長 

管理課長 西島 明子 
神戸県税事務所自動車税資料
課長 松永 恵子 

姫路県税事務所自動車税審
査・納税証明課長 

収税課長 笹山 竜二 姫路県税事務所自動車税課長 神路 昌明 退職 



 

   令和 2 年度収支予算書  

    自 令和 2 年 4 月 1 日 
    至 令和 3 年 3 月 31 日 
              単位 千円 

収 入 の 部 支 出 の 部 

補助金収入 
雑収入 
前期繰越 

726 
1 
1 

事業費 
経常費 
負担金 
予備費 

559 
32 
91 
46 

合  計 728 合  計 728 
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青 色 申 告 で 節 税 と 事 業 の 発 展 を 

公益社団法人龍野納税協会  定時社員総会開催 

公益社団法人龍野納税協会の令和２年度定時社員総会が去る 5 月 27 日、赤とんぼ荘において

開催されました。 

 令和２年度事業報告及び決算についての審議と理事２名の補選が行われ、各案とも原案どおり

承認可決されました。 

 なお、その後令和２年度事業計画及び収支予算について報告されました。 
 

  令和元年度正味財産増減計算書  

 平成 31 年 4 月 1 日～令和２年 3 月 31 日 

              単位 千円 

科目 当年度 前年度 

経常収益 
経常費用 
当期経常増減額 

税引前正味財産増減額 

法人税住民税 

一般正味財産増減額 

一般正味財産期首残高 

一般正味財産期末残高 

正味財産期末残高 

19,235 
17,739 

1,496 
1,496 

22 
1,474 

41,112 
42,586 
42,586 

19,726 
17,547 

2,179 
2,179 

22 
2,157 

38,955 
41,112 
41,112 

 
 
 

 龍野納税貯蓄組合連合会 定例総会開催 
 

 龍野納税貯蓄組合連合会の令和 2 年度定例総会が去る 4 月 22 日、ヒガシマル醤油株式会社に

おいて開催されました。 

 令和元年度事業報告及び収支決算、令和２年度事業計画(案）及び収支予算(案）についての 

審議及び役員一部改選が行われ、各案とも原案どおり承認可決されました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

納税協会代議員選挙  実施   納税協会では、４年に一度の代議員選挙がありました。 

             当選された代議員の方につきましては、会員の皆様にお知らせ 

             致しますとともに、納税協会ＨＰ上に公開させていただきます。 

              当選された代議員の皆様には、令和６年の代議員選挙実施まで 

             お世話になります。よろしくお願い致します。 

    令和２年度 収支予算書  

  令和２年 4 月 1 日～令和３年 3 月 31 日 
               単位 千円 

科目 当年度 前年度 

経常収益 
経常費用 
当期経常増減額 

税引前正味財産増減額 

法人税住民税 

一般正味財産増減額 

一般正味財産期首残高 

一般正味財産期末残高 

正味財産期末残高 

19,016 
18,994 

22 
22 
22 
0 
－ 
－ 
－ 

19,210 
18,974 

236 
236 

22 
214 
－ 
－ 
－ 

 

 

   令和元年度収支決算書  

    自 平成 31 年 4 月 1 日 
    至 令和 2 年 3 月 31 日 

              単位 千円 

収 入 の 部 支 出 の 部 

補助金収入 
雑収入 
前期繰越 

627 
30 
59 

事業費 
経常費 
負担金 
当期剰余金 

600 
24 
91 
1 

合  計 716 合  計 716 
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国 税 コ ー ナ ー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 納税の猶予の特例 新型コロナ税特法第 3 条 

申請による換価の猶予 国税徴収法第 151 条の 2 
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国 税 コ ー ナ ー 
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県 税 コ ー ナ ー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   令和２年度の納期限は次のとおりとなっています。 

第 1 期分 8 月 31 日(月)・第 2 期分 11 月 30 日(月) 
     納付書は、第 1期分と第 2期分をまとめて 8月に送付しています。 
    お間違いのないようにご注意願います。 
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県 税 コ ー ナ ー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・青少年の健全育成、障害者の社会参加や高齢者の健康増進などの観点から、幅広く非課税措置が講 
  じられています。なお、本年４月から非課税措置が以下の通り拡充されています。（下線部） 
    ①１８歳未満または７０歳以上の人 
    ②障害者 
    ③国体の競技に参加する選手及びその公式練習としてゴルフを行う場合 
    ④学校の教育活動としてゴルフを行う学生、生徒、教員等 
    ⑤東京オリンピックを含む国際的な大会の競技に参加する選手及びその 
    公式練習としてゴルフを行う場合 

 



(８) 第 124 号           龍野納税だより              令和 2 年 8 月 7 日 

県 税 コ ー ナ ー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方へ 

県税 徴収猶予の「特例制度」 

○ 新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入や給与に相当 

の減少があった方※は、納期限後、最大１年間、県税の徴収の猶予 

を受けることができるようになります。 

○ 担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。 
（注）猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付を 

お願いします。 

 

以下①②のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者が対象となります。 

① 新型コロナウイルスの影響により、 

令和２年 2 月以降の任意の期間（１か月以上）において、事業等に

係る収入が前年同期に比べて概ね２０％以上減少していること。 

② 一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。 

（注）「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年

間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。 

 

 

※ 対 象 と な る 方 

・ 令和２年２月１日から同３年１月３１日までに納期限が到来する 

個人事業税、法人県民税・事業税、自動車税種別割などほぼすべての

県税（証紙徴収の方法で納めるものを除く）が対象になります。 

・ これらのうち、既に納期限が過ぎている未納の県税（他の猶予を受けてい

るものを含む）についても、遡ってこの特例を利用することができます。 

 

対 象 と な る 県 税 

・ 令和２年６月 30 日、又は、納期限（納期限が延長された場合は延長後の期限）

のいずれか遅い日までに申請が必要です。 

・ 申請書及び確認書を提出していただきますが、税務署等で申請した

書類があればそのコピーを確認書に代えていただけます。 

     

   

申 請 手 続 等 



令和 2 年 8 月 7 日              龍野納税だより           第 124 号 (９) 

県 税 コ ー ナ ー 

 

 

・ 「事業等に係る収入」とは、法人の収入（売上高）のほか、個人の方の経常的な収入（事業の売上、給与収入、不

動産賃料収入等）を指します。 

・ 個人の方の「⼀時所得」などについては、通常、新型コロナウイルスの影響により減少するものではないと考えら

れますので、「事業等に係る収入」には含まれません。 

 

 

・ 黒字であっても、収入減少などの要件を満たせば特例を利用できます。 

 

 

 

・ 例えば、前年度の年間収入が判明している場合は、月の平均収入により算出する、事業開始から１年を経過して

いない場合は、令和２年１月までの任意の月の収入により算出する、などの方法により算出してください。 

 

 

・ 可能です。新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、できるだけ郵送での申請をお願いします。 

 

 

・ 徴収猶予の特例の適用を受けると、以下のような効果があります。 

  ○ 猶予期間中の延滞金が全額免除されます。 

  ○ 原則として１年間納税が猶予されます（可能であれば、期間中、資力に応じて分割納付をお願いします。）。 

 

 

 

・ 徴収猶予の特例制度の要件を満たさない場合、特例制度による猶予はできませんが、ほかの猶予制度を利用で

きる場合があります。 

・ 兵庫県では申請書及び確認書を提出いただくことにより、適用可能な猶予制度を適用し、通知させていただきま

すので、新型コロナウイルスの影響により一時に納付が困難な場合は、申請書及び確認書を提出していただく

か、管轄の県税事務所にご相談ください。 

 

※ 詳しくは県税事務所にお問い合わせいただくか、県ホームページをご覧ください。 

 
 

https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk22/toriatsukai2020.html 

  

Ｑ 「事業等に係る収入」とは何ですか。 

Ｑ 対象期間の損益が黒字の場合でも特例の利用はできますか。 

Ｑ 前年の月別収入が不明（ない）場合は、前年同期比の減収率をどのように

計算すればいいですか。 

Ｑ 郵送での申請は可能ですか。 

Ｑ 猶予が認められるとどうなりますか。 

Ｑ 収入が２０％減少していない場合や納期限が令和２年１月以前の場合な

ど、徴収猶予の特例制度を満たしていない場合、猶予できませんか。 

兵庫県 新型コロナウイルス 県税の取扱 検索 



 (10) 第 124 号           龍野納税だより              令和 2 年 8 月 7 日 

ク リ ー ン な 納 税 で 明 る い 街 づ く り を 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

納税協会ホームページは、お役に立つ情報満載です！     龍野納税協会 

 

  

ＮＫレター・ 

納税月報は、 

こちらから 

会員様限定 

会員検索サービス及び 

会員専用サポート 

サービスのお申込みは

こちらから 

「自主点検シート」は 

こちらから 
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正 し い 申 告  す っ き り 納 税 

 

 

 令和２年６月、長年にわたる青年部会活動のご功績に対して納税協会青年部会長

池田和由様が大阪国税局長感謝状を、また、長年にわたり納税道義の高揚に努めら

れた 横尾洋一様、構 日出茂様、株式会社ホームセンターアグロ様、青年部会副部

会長の土井和行様が龍野税務署長感謝状を受賞されました。誠におめでとうございます。 

 

中学生の「税についての作文」募集 

〇応募資格 中学生 

〇用  紙 原稿用紙(400 字詰め)3 枚･1,200 字以内（題名を含む） 

〇提 出 先 あなたの中学校を通じて、龍野納税貯蓄組合連合会へ提出してください。 

〇締 切 日 龍野納税貯蓄組合連合会へお問い合わせください。（℡0791-62-1700） 

〇発  表 令和２年 11 月上旬、学校を通じ入選者に通知いたします。 

      入選作品については、機関紙等に学校名・氏名・学年を掲載し紹介します。 

 

小学生の「税に関する書道・ポスター」募集 

〇応募資格 小学生 

〇用  紙 【書  道】 半紙(白色縦 32.4 ㎝・横 23.3 ㎝) 

      【ポスター】 画用紙(白色縦 39.2 ㎝・横 54.2 ㎝四つ切) 

〇提 出 先 あなたの小学校を通じて、租税教育推進連絡協議会（事務局は龍野税務署内）へ 

      提出してください。 

〇締 切 日 租税教育推進連絡協議会へお問い合わせください。（℡0791-62-0281） 

〇発  表 令和２年 11 月頃の予定 

      入選作品については、機関紙等に学校名・氏名・学年を掲載し紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お申込みは、龍野

納税協会ＨＰの

「最新情報」から

もできます。 

ぜひ、ご登録して

いたただき、税や

経営に役立つ情報

収集にお役立てく

ださい！ 
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一 人 一 人の 納税 が 明 るい 社会 を つ くり ま す 

納税協会からのお知らせ 

 納税協会では、税に関する次のような商品をお取扱いしております。ソフトには、納税協会会員様専用

サポートなど色々な特典をご用意しております。お気軽にお越しください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

税務関係図書  会員様は一割引きです！ 

◎新･くらしの税金百科 2020▶2021 

 身近な税情報をマンガと図解で見やすくわかりやすく解説した、 

みんなの税金入門書。 

   好評発売中！   会員特価  1,540 円(税込) 

            定  価  1,980 円(税込) 

 

◎会社で役立つ日常業務の法律知識             ◎会社の後継者育成をめぐる７つの大罪 

 総務・経理・営業の業務で日常的に発生する、             後継者未定・不在の企業経営者に向けた、後継 

印鑑、文書、契約などの事柄を中心に、法律知識・           者の選び方、育て方を著者が長年培った経営者の 

運用の仕方とその注意点等を、具体例・契約書の            目線を生かし、分かりやすく言及した一冊。 

書式例・イラストを交えてわかりやすく解説。 

  会員価格  2,170 円(税込)                   会員価格  2,170 円(税込) 

  定  価  2,420 円(税込)                   定  価  2,420 円(税込) 

 

 

 

                   青年部会活動報告 

 

 

  会計王 20         みんなの青色申告 20      給料王 20 

定  価 40,000円(税抜)  定  価 9,800円(税抜)  定  価 40,000円(税抜) 

会員特価 28,000円(税抜)  会員特価 6,900円(税抜)  会員特価 28,000円(税抜) 

会 員 外 30,000円(税抜)  会 員 外 7,500円(税抜)  会 員 外 30,000円(税抜) 

☆租税教室開催 

 令和２年１月から２月のはじめにかけて青年部会員
の土井和行氏(土井板金工業)が、たつの市立誉田･河内･
揖西東・揖保･龍野・神部小学校の第６学年を対象に租税
教室を実施しました。土井さんは、近所の子供たち柔道
を教えておられるので、親しみやすい口調で語りかけ、
子供たちに好評でした。 


